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著作権法

身近にあふれる著作権問題
書籍の「自炊」(データ化)は違法？

◆ 著作権違反はどれ？

１．会議資料として、専門雑誌・新聞記
事の一部を複写し社員に配布した。

２．自社の活動が掲載されている新聞
記事を、社内広報誌に掲載した。

３．有名メーカーの自動車を撮影し、営利目的の
ＷＥＢサイトに掲載した。

【正解・解説／ ○問題ない ×著作権違反】

１．× 業務用の複写は、「私的使用のため
の複写」に該当しないため。

２．× 新聞記事の著作権は、記者または新聞
社にあるため、記事を掲載する場合は、
たとえ自社のことであっても、著作者の許
諾が必要。

３．○ 工業物には著作権は存在しないため。

◆ 電子書籍と「自炊」化

電子書籍と著作権

iＰａｄ等の端末普及により、

書籍の電子化が進んでいます。電子書籍は、ス
ペースの確保・持ち運び時の軽量化が図れる等、
様々なメリットがあります。しかし、電子書籍の販
売はまだまだ発展途上であり、作品数も少なく、
書籍と同時に電子書籍も出版されるというケー
スは極稀です。

そんな中、書籍を裁断し、スキャンすることで電
子書籍化させる「自炊」が話題となっています。
書籍購入者が私的利用のために自分の書籍を
裁断し、電子書籍化することは、著作権違反に
は該当しません。

最近では、「自炊」を代行する業者も登場して
います。しかし、第3者による「自炊」は著作権侵

害に該当するのではないか？という議論もされ
ており、一部の出版社では書籍の奥付に第三者
による電子複製を禁じる明記をはじめています。
電子化による利便性と著作権保護。どちらも重

要なだけに、迅速な法整備が求められています。

製本用語について紹介させていた
だきます。

法令・判例を前提に、著作権制度に関する一般的な考え
方を示したものであり、個々の具体的な事象の内容に
よっては、上記の記述があてはまらない場合もあります。


